
令和３年度 福井県若狭町・奈良県広陵町におけるPPP/PFI手法
優先的検討規程策定・運用に関する調査検討支援（１/２）

対象：福井県若狭町、奈良県広陵町
内閣府 民間資金等活用事業推進室

業務目的
支援対象となる地方公共団体が「優先的検討規程」を策定・運用しようとする取組に対し、その運用が適切かつ接続的に実施されるよう支援すると
ともに、支援の過程で得られた知見を他の地方公共団体における仕組み構築の参考となるような事例を作成することを目的とする。

（１）優先的検討規程案の策定支援（PPP/PFIに対する課題抽出、優先的検討規程案の項目案の提案など）
（２）優先的検討規程案に基づいた運用支援（支援開始時から事業者選定までのフロー図策定、優先的検討規程の改善案の提案など）
（３）優先的検討規程の策定・運用に関する課題等整理（必要な取組等を取りまとめ、他の地方公共団体への参考となる留意点の整理など）

支援内容

支援結果①（優先的検討規程案の策定支援）

支援対象である2団体の共通の課題として、「①庁内体制の構築不
足」「②職員のノウハウ不足」などの課題が挙げられ、内閣府より出さ
れているひな型をベースに実情に応じた優先的検討規程案を策定し
た。また、別添資料として、運用にあたっての手引書及び簡易検討に
あたっての報告書骨子を作成した。

【優先的検討規程案の検討にあたってのポイント】

●福井県若狭町
優先的検討規程案の課題を抽出し、改善案を作成した。

【若狭町の優先的検討規程改善案のポイント】

項目 ポイント

優先的検討
の対象事業

費用総額の比較による評価（以下「定量的評
価」）だけでなく、業務効率化やサービス向上と
いった定性的な側面を含めて検討した。
事業費を町の実態に即して設定した。

簡易な検討
定量的評価だけでは、事業規模が小さい事業で
は優先的検討が進まないため、定性的な評価を
あわせて検討することとした。

庁内体制の
構築(広陵
町）

庁内で優先的検討を実施する際にコンサルタントの
役割を担う部署を新設する町の方針を踏まえて、
ノウハウの蓄積ができるように仕組みを検討した。

支援結果②（優先的検討規程案に基づいた運用支援）

項目 ポイント

優先的検討の
対象事業

事業費基準で優先的検討の対象を設定するの
ではなく、庁内の政策ヒアリングでの検討結果を
基準とすることに変更した。

簡易な検討
定量的評価は実施せず、定性的評価のみを実
施することとした。評価項目としては、「①官民連
携を実施する際に障壁はないか」「②民間ノウハ
ウを発揮できるか」の2項目を設定した。

詳細な検討

コンサル等に外部委託をすることが難しいことを
踏まえ、庁内職員にて独自に実施できるように
検討方法を設定した。定量的評価は簡易VFM
検討とし、定性的評価は類似事例調査や官民
対話等から民間ノウハウの活用有無を判断する
形式に変更を行った。



令和３年度 福井県若狭町・奈良県広陵町におけるPPP/PFI手法
優先的検討規程策定・運用に関する調査検討支援（２/２）

対象：福井県若狭町、奈良県広陵町
内閣府 民間資金等活用事業推進室

●奈良県広陵町
事業案件の検証結果を踏まえて、優先的検討規程案の課題を抽出
し、改善案を作成した。
【広陵町の優先的検討規程改善案のポイント】

支援結果②（優先的検討規程案に基づいた運用支援）

項目 ポイント

優先的検討
の対象事業

事業費基準以外の基準について、当初は、「①官
民連携を実施する際の障壁はないか」「②民間ノウ
ハウを発揮できるか」「③事業を長期的に安定して
運営できるか」と設定していた。しかし、昨今の情勢
も踏まえると、長期的に安定的に事業を運営するこ
とを確証することが難しいため、項目③を削除した。

簡易な検討

定量的評価に加えて、定性的評価を設定した。評
価項目としては、「①民間による事業実施に障壁が
ないこと」「②民間の経験やノウハウが活用できるこ
と」「③行政職員の業務負荷の軽減が期待できるこ
と」の3項目を設定した。また、官民のリスク分担に
関するコメントも入れるように設定した。

●別添資料の作成
優先的検討の運用フローや検討体制、簡易な検討方法、詳細な検
討方法を庁内職員が独自で運用ができるよう、参考となる別添資料
を作成した。また、簡易VFM算定については、入力数値の算定基準
や算定方法について、図式を使って明確にした。

支援結果③（優先的検討規程の策定・運用に関する課題等整理）
今後、人口20万人未満の地方公共団体を中心に優先的検討規程を策定・運用するにあたっての留意点を以下のとおり整理した。
 優先的検討の対象事業の選定基準について、事業規模が小さく、新設事業などが多くない実態を踏まえると、「①それぞれの町の過去の事業費
の平均値等から事業費を設定する方法」「②事業費基準を設定せずに定性的な項目のみ設定する方法」といった形式が望ましいと考えられる。

 簡易な検討を行う際の検討方法について、近年、運営主体のPPP事業など様々な事業手法が出てきており、官民連携にて実施するのが住民
サービスの向上や職員の負担軽減などといった効果が期待できるかを指標の一つに設定して今後は簡易な検討を行うことが重要である。

 詳細な検討の実施方針については、コンサルタント等に導入可能性調査として委託を行うのが一般的であるが、財政的に委託費を予算計上する
ことが難しい団体も多数いることが想定されるため、職員独自で実施できるような仕組みづくりや手引きの検討を行うことも必要である。

 優先的検討規程の策定にあたって、庁内におけるコンサルタントの役割を担う部署を決め、官民連携事業の可能性がある事業はその部署に必ず
相談が来るようなルールを設定するとともに、部署内のノウハウ蓄積とともに庁内職員全体の知識向上の取組の実施が、規程の着実な運用に必
要不可欠である。
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